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（1ヶ月前までに申請）
取材・撮影及び掲載・使用 商品製作

許可書及び身分証明書を
持参し、自社腕章を着用の
上、取材・撮影を行ってくだ
さい。
※「遵守事項」を必ずお読
みください。

教区所有の写真・動画は有
料提供となりますので、「長
崎の教会群インフォメーショ
ンセンター」にて必要な手
続をお願いします。

■長崎観光ポータルサイト
「ながさき旅ネット」のフォト
ギャラリーでの申請

ｏｒ
■県世界遺産登録推進課
（構成資産のみ）
Ｔｅｌ　095-894-3171

申請者所有の写真・
動画を使用する場合

大司教区所有の写
真・動画を借用する場
合

２週間前までに、
「取材・撮影申請書」
をご提出ください。
審査の上、許可書を
発行いたします。

２週間前までに、「掲載・使用申請書」をご提出くだ
さい。審査の上、許可書を発行いたします。

チャーチトラストが、写
真使用等に係る手続
のご相談を承ります

★有料出版物・商品
化の場合、行政所有
の写真は使用できま
せん。取材・撮影が

不要な場合
取材・撮影が
必要な場合

ＮＰＯ世界遺産長崎
チャーチトラスト

Ｔｅｌ　095-820-4865
【保存サポーター】

（２週間前までに申請）

■番組・映画
■パンフレット等
（無料配布媒体）

行政所有の写真を借
用する場合

※行政提供分は、公
共目的のため、あらか
じめ大司教区に「掲
載・使用申請書」を提
出し、許可された【外
観写真】のみになりま
す。

カトリック長崎大司教区
教区本部事務局

Ｔｅｌ　095-842-4450   
担当：葛嶋
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内観の撮影は許可しておりません。

教区所有の写真・動画を有料提供しておりますので、「長崎の教会群インフォメーションセンター」にて必要な手続
をお願いします。

事前連絡が必要な教
会の場合は、許可日
の３日前までに「長崎
の教会群インフォメー
ションセンター」HPに
てご入力ください。
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保存サポーターに加
入する場合（商品認定
を受けて売上の一部
を寄付）

保存サポーターに加
入しない場合

■出版物（有料販売）
【本・写真集・雑誌・ＤＶＤ等】

■商品（有料販売）
【土産品・グッズ・旅行商品等】


